
（第２号議案）
平成２０年度事業計画
（自）平成２０年５月 １ 日
（至）平成２１年４月３０日
 基本方針
  我が国経済は、昨年のサブプライム問題に端を発した米国経済の減速と円高で業況が悪化しました。さらに年金問題、道路特定財源、後期高齢者医療制度などによる国内政治の機能不全は経済に混乱を引き起こし停滞に拍車をかけています。また原油・原材料価格の高騰、改正建築基準法施行後の建築着工件数の減少等も業況悪化の要因として加わり景気停滞下の物価高という状況です。少子高齢化による国内市場の飽和状態、、賃金も上がらず食料品などの生活必需品が値が上がり消費マインドが低下し購買力を失う流れにありスタグフレーションが危惧されています。大企業は海外に拠点を移し収益を上げるというスタンスであり、大企業のグローバル化は国内市場より海外市場を重視、賃上げをして内需を増やして企業も潤うという構造がくずれ内需振興を最優先の課題としてはいません。大企業はコスト、競争力維持のために労務費を増やすわけにはいかないこのような背景がありますが中小企業は民間消費などの内需に大きく依存しており厳しい状況にあります。内需産業の代表とみられてきた流通業の小売大手のイオンやセブン＆アイホールディングスも今まで国内では拡大路線により無秩序な郊外出店を進め中心市街地を衰退させる大きな原因をつくってきましたが、不振店を閉鎖しリストラを進めアジアに事業展開、海外成長の戦略に活路を求める方向に動き出しました。
　本来なら内需拡大こそ政治の仕事ですが、昔のように企業を動かせる時代ではありません。企業のグローバル化が現在の厳しい国内の経済状況に影響を及ぼしています。
  本年度は、地域の再生、地方都市の活性化を目指し、商業者・地域住民・関係団体・行政と連絡をとりながら実のある事業を積極的にすすめてまいります。青年部、女性部につきましては、商店街事業の担い手として、その活動への支援を継続してまいります。  
  「まちの顔」とも呼べる中心市街地が空洞化、商店街が衰退している中で、人口減少社会への対応、都市機能の拡散にブレーキをかけ中心市街地の再生にアクセルを踏みコンパクトなまちづくりを推進していくことが肝要です。会員組合、諸関係各位のご協力、ご支援のもと事業を遂行してまいります。
 １．会　議　の　開　催
【県振連関係会議等】
    （１） 監　査　会
          平成２０年 ６ 月 ３ 日　長野市　「ホテル信濃路」会議室
    （２） 理　事　会　
　        平成２０年 ６ 月 ３ 日  長野市　「ホテル信濃路」会議室
　　（３） 通　常　総　会 
          平成２０年 ６ 月１９日  長野市　「メルパルク長野」会議室
    （４） 役　員　会
          必要に応じて開催するものとする。
    （５） 市街地活性化委員会
          必要に応じて開催するものとする。
２．国・県・業界団体・全振連関係会議・研究会への出席
　　(１）全振連正副理事長会
      平成２０年５月１３日  
　　　　　　　　　　　東京都　「八重洲富士屋ホテル」３階「けやき」
　　(２）長野県商店会連合会通常総会
       平成２０年５月１６日  長野市　「ウエルシティ長野」２階「雲海」
　　(３）長野県中小企業団体中央会第53回通常総代会
          平成２０年５月２１日　長野市 「ホテル国際２１」
    (４）全振連第４０回通常総会・全振連創立40周年記念式典
          平成２０年６月２４日  東京都　「ホテルフロラシオン青山」
    (５）全振連青年部第２４回通常総会
          平成２０年７月１０日 
　　　　　　　　　　　　　　　東京都　グランドヒル市ヶ谷」２階「白樺東」
　 以上の他、長野県及び業界団体等が開催する諸会議等に参加協力等を行う。
３．実　施　事　業
	
	
	

	
	   １．一　般　事　業
	

	
	
	


   （１）組織支援指導事業
     ①  前年度に引き続き市街地活性化委員会を設置し、県条例等商店街が抱
       える諸問題について検討、並びに県振連の自立に必要な政策を模索、政        策提言を理事会で行う。アドバイザーにタウンマネージャーの服部年明殿を
       委嘱。
     ②  会員組合に対する組織活動及び、事業運営いついての支援を行う他、県
　　　 振連未加入組合の促進のための活動を行います。
     ③  関係団体との連絡調整及び連携事業を行います。
   （２）未組織商店街の組織化推進事業
     未組織商店街の組織化を推進するため、振興組合制度の啓蒙普及に努める
　　とともに組織化の段階に至ったものについては、振興組合設立の支援を行いま
　　す。これ等の事業を実施するにあたっては、全国商店街振興組合連合会及び、
　　長野県中小企業団体中央会との連携を密にし、その協力を得て実施します。
   （３）教育及び情報提供に関する事業
     ①　商店街振興組合指導事業を始めとする各種補助事業の効果的実施を期
　　　 するとともに、国、県、全国商店街振興組合連合会、長野県中小企業団体
　　　 中央会等が行う研修会、講習会に参加協力を行います。
     ②　商店街あるいは商業・サービス業等に関する各種情報、資料等を収集し
　　　 て会員組合に提供して行います。
    （４）会員の現状把握のための事業　
	
	
	

	
	　　２．補　助　事　業
	

	
	
	


  【商店街共同活動支援事業】
    １．全国商店街振興組合連合会研修会・講習会への出席
（１）都道府県振連役員研修会
         ［第１回］平成２０年６月２５日 東京都港区 「フロラシオン青山」　　　
［第２回］　未　定
　　 （２）全国商店街女性部指導者研修会
　　　　 ［第１回］平成２０年６月１９日  東京都  「主婦会館プラザエフ」
         ［第２回］　未　定
　   （３）都道府県振連職員講習会
         ［第１回］  平成2０年７月１日～２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　 香川県高松市  「ﾘｰｶﾞﾎﾃﾙｾﾞｽﾄ高松」
         ［第２回］　未　定
　　 （４）全国商店街青年部指導者研修
         ［第１回］平成２０年７月９日～１０日
　　　　　　　　　　　　　　　　   東京都新宿区 「グランドヒル市ヶ谷」
         ［第２回］平成２１年１月～２月
 ２．まちづくり（中心市街地の活性化）
    地域住民と連携をとり、安心・安全・女性やお年寄り優しいまちづくりに取り組　んでいくことを目的に、地元政策担当者等にも参加を呼びかけ、地域の歴史・資
　源・文化等を活用したまちづくりを考える研究会を長野市、上田市  佐久市、松　本市の4地域において開催する。
 ３．個店の活性化（経営革新）
  （１）元気商人育成塾（３回）                                      
     個店の元気なくして、まちのにぎわいはありえません。元気づくりを実践してい　 る商業者や企業の代表者を迎えて勉強会を女性部、青年部の共催により開催     し、交流を図っていく。
【商店街振興事業】
　　商店街コミュニティ活動事業の実施（３組合）
      商店街が地域住民や顧客とのコミニケーションの場をつくることにより、商店     街活動に対する理解と認識を深めてもらい、地域の人々と商店街との結びつき    を強固なものとするためのコミュニティ活動の実施に必要な経費について助成     し実施するものであります。
【成功商店街普及支援事業】
　　商店街サクセスマネージャー派遣事業    
       活性化の取り組みが成功した商店街や将来の商店街のモデルとなるよ     うな取り組み事例について、当該商店街の人が、サクセスマネージャーと    して、全国各地の商店街に大使直接支援・協力することによって成功事例    を水平展開させることを目的として、都道府県振連を通じ全振連に登録し、    全振連が仲介役となり、都道府県振連からの要請を受け、サクセスマネー    ジャーを講師として派遣します。
長野県商店街振興組合連合会マネージャー登録予定者
             ・松本駅前通り商店街振興組合 理事長  　木 内 基 裕  氏
             ・岩村田本町商店街振興組合 理事長　  　阿 部 眞 一  氏
             ・塩尻大門商店街振興組合 理事長 　　 　浜　  行 雄  氏
             ・海野町商店街振興組合 理事            古 畑 貴 生  氏
	
	

	   ３． その他の事業
	

	
	


 （１）青年部の育成と連携強化
     商店街及び組合活動の活性化のためには、組合青年部とその構成員たる若    手後継者等の柔軟な発想とエネルギッシュな行動力に大きな期待が寄せられて   おります。そこで、当連合会は青年部の未組織組合に対し設立のための啓蒙・    指導を行うと共に、長野県商店街振興組合連合会青年部との連携を強化し、そ    の活動を支援することにより、若手後継者の育成強化を図ってまいります。
 （２）女性部の組織拡充強化のための連携支援
     商店街の振興発展のためには、女性の組合活動に対する積極的な参加と協    力を得ることが是非とも必要であります。
     そこで各会員組合に女性・婦人部組織ずくりをすすめるための啓蒙・普及を図   るとともに、長野県商店街振興組合連合会女性部への加入促進を支援してまい   ります。また、事業面においては、女性部との連携を密にして、その目的と要望    に添った魅力ある事業実施が可能となるよう積極的に支援を行ってまいります。
 （３）中小小売商業関係振興施策実現のための請願、陳情活動等、　
     全国商店街振興組合連合会の活動と連携を密にして、必要に応じ商業振興    施策等実現を図るため政府、政党、その他関係諸機関に対して陳情、請願、建    議等の活動を行ってまいります。

